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（図表２）Ｇ７海洋プラスチック憲章
① 持続可能なデザイン、生産及びアフターマーケット
・ 2030年までに100％のプラが、再使用可能、リサイクル可能⼜は実⾏可能な代替品が存在しない場合には、回収可能となるよう産業界と協⼒する
・ 代替品が環境に与える影響の全体像を考慮し、使い捨てプラの不必要な使用を大幅に削減する
・ 適用可能な場合には2030年までにプラ製品においてリサイクル素材の使用を少なくとも50％増加させるべく産業界と協⼒する
・ 可能な限り2020年までに洗い流しの化粧品やパーソナル・ケア消費財に含まれるプラ製マイクロビーズの使用を削減するよう産業界と協⼒する

その他、グリーン調達、セカンダリーマーケットの支援 等
② 回収、管理などのシステム及びインフラ
・ 2030年までにプラ包装の最低55％をリサイクル⼜は再使用し、2040年までには全てのプラを 100％回収するよう産業界及び政府の他のレベルと協⼒する
・ 全ての発生源からプラが海洋環境に流出することを防ぎ、収集、再使用、リサイクル、回収⼜は適正な廃棄をするための国内能⼒を向上させる
・ 国際的取組の加速と海ゴミ対策への投資の促進

その他、サプライチェーンアプローチ、パートナーとの協働 等
③持続可能なライフスタイル及び教育
・ 消費者が持続可能な決定を⾏うことを可能とするための表⽰基準の強化
・ 意識啓発や教育のためのプラットフォームの整備

その他、産業界のイニシアティブの支持、女性や若者のリーダーシップなど

④ 研究、イノベーション、技術
・ 現在のプラスチック消費の評価等
・ Ｇ７プラスチックイノベーションチャレンジの⽴ち上げの呼びかけ
・ 新しい⾰新的なプラ素材の開発誘導と適切な使用

その他、研究促進、モニタリング手法の調和、プラの運命分析等

⑤ 沿岸域における⾏動
・ 市⺠認知の向上やデータ収集等の実施のための2018のＧ７⾏動年の実施
・ 2015年のＧ７⾸脳⾏動計画の加速化　　等

（資料）環境省よりニッセイ基礎研究所作成
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